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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、排出量取引制度を含む環境規制が日本の企業活動に与える影響や緩和策について、

産業部門あるいは製品レベルで具体的に明らかにした。その結果、日本企業の国際競争力喪失

のリスク緩和策として最も好ましいのは、排出枠の割当においては有償割当を基本とし、国際

競争力喪失のリスクがある産業部門や製品に対してのみ、緩和策としてベンチマーク方式によ

る無償割当を採用することだと考えられる。 

 
 
研究成果の概要（英文）： 

This research analyzes international competitiveness and carbon intensities of Japanese 

industries through industry and product level assessment. Our findings suggest that the 

best way to mitigate the risks of Japanese corporations losing international 

competitiveness might be to adopt a measure that auctions emission allowances, in 

principle, while offering them free of charge to industries and products that have higher 

risk of losing international competitiveness, according to the assessment using benchmark 

method. 
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１．研究開始当初の背景 

 環境制約と企業活動との関係は、古くて新

しい問題である。すなわち、どの国において

も、しばしば「環境と経済の両立」という言

葉に置き換えられながら、常に過度の環境規

制への警告という文脈で語られてきた。その

際の争点となる仮説に、汚染逃避（pollution 

haven）仮説とポーター仮説がある。 

 汚染逃避仮説は、David Ricaldの理論（比

較生産費説）に基づいたもので、環境保全対

策コストの差異によって、国あるいは企業の

競争力にマイナスの影響を与えるとする。す

なわち、自由貿易のもとでは、汚染企業は、

より環境規制の緩い国に集まるという主張

になり、この考えは政府や企業が持つ国際競

争力喪失や炭素リーケージに対する懸念に

つながっている。 

 この仮説に対しては、「企業の経営判断は、

それほど近視眼的なものではない」という批

判が可能である。特に、巨大な投資が必要と

されるエネルギー集約産業の場合、企業の経

営者は、将来の投資先あるいは移転先での規

制強化を想定する。すなわち、実際には、近

視眼的な投資はなされないと考えられ、これ

を支持している実証的な研究も多い。 

 ポーター仮説は、汚染逃避仮説に対する批

判をさらに超えて「適切に設計された環境規

制は、費用削減・品質向上につながる技術革

新を刺激し、その結果、他国に先駆けて環境

規制を導入した国の企業は、他国に先駆けて

競争優位を得る」とする（Porter and Linde 

2005）。その因果関係としては、「意思決定の

際に、企業は常に最適な選択を行っていると

は限らないため、適切にデザインされた環境

規制の導入によって、何らかの原因で看過さ

れている潜在的な技術革新の機会が顕在化

する」（伊藤 2003）などが提示されている。 

 このポーター仮説に対しては多くの実証

研究が支持する一方で、汚染逃避仮説を支持

するような実証研究の数は少ない（島田

2006）。しかし、最近の炭素制約に関する計

量経済モデルや一般均衡モデルを用いた研

究では、国際競争力に対して中立的あるいは

マイナス影響を及ぼすという研究もある。 

 いずれにしろ、前提や諸条件が異なるため、

様々な研究が示す結論の一般化については

注意を要する。また、環境制約による影響と

他の制約による影響とを分離するのが難し

いという根本的な問題もある。 

排出量取引制度導入によって企業が受け

る影響の度合いは、1）制度導入によって新

たに生じる費用の大きさ、2）新たに生じる

費用の製品価格転嫁可能性の大きさ、3）安

価な排出削減手段の存在の有無、という 3点

に依存する。もし、ある企業が新たに生じた

費用を機会費用として製品価格に全て転嫁

できるなら、需要が変化しないと考えた場合、

その企業の収益性は排出量取引制度の影響

を受けない。しかし、実際には、需要が変化

する可能性はあり、国際的に取引される製品

を製造する企業の場合、輸出機会の損失や輸

入による国内生産の代替などのリスクの存

在によって機会費用転嫁能力は制限される。 

しかし、多くの実証研究や経済モデル研究

が、「環境制約による企業活動の低下」「排出

量取引制度による国際競争力喪失」「炭素リ

ーケージ発生」などに関しては、そのリスク

の大きさが過大評価されていると結論づけ

ている。例えば、欧州連合（EU）における環

境税導入と排出量取引制度（EU ETS）導入の

両方の場合で、大部分の企業が、実際には利

益と生産量の両方を増加させたことが明ら

かになっている（World Bank 2008、Grubb et 

al. 2009）。ただし、定量的な議論はまだ十

分ではなく、国、制度、産業部門、製品、そ

して企業ごとに、より細かく議論する必要が

ある。 

いずれにしろ、EU でも米国でも豪州でも、



そして日本でも、「排出量取引制度導入は国

際競争力喪失をもたらす」という認識が一般

に存在するように思われる。すなわち、実際

に発生するかどうかに関わらず、まず認識や

イメージが存在することが国内政治的に重

要である。したがって、国際競争力が影響を

受ける可能性がある産業分野や製品に対し

ては、EU ETSでも、米国議会で審議中の米国

クリーンエネルギー・安全保障法案（ACES）

でも、豪州政府による炭素汚染削減法案

（CPRS）でも、排出枠の無償割当や貿易措置

などが影響緩和策として具体的に検討され

ている。 

 
２．研究の目的 

本研究では、EU、米国、豪州などの先行研

究や制度設計を参考にして、日本における排

出量取引制度導入がもたらす製品価格上昇

が、生産者や消費者にどの程度の影響を与え

るかについて定量的な分析を行う。また、排

出枠の割当方法などを含む具体的な影響緩

和策の制度設計についても検討する。 

 
３．研究の方法 

 排出枠割当においては、国際競争力喪失や

炭素リーケージのリスクの緩和という観点

から保護すべき炭素集約産業や貿易集約度

の選定が最大のポイントとなる。 

 選定方法に関しては、まず第 1の指標とし

て、EU ETSも米国 ACES法案も豪州 CPRS法案

も、次の式のように炭素集約度を求める方法

を採択している。 

 

 

  

 この式において、炭素制約の負担の大きさ

を示す分子としては、CO2排出量（直接排出と

間接排出の両方または一方）、企業による排

出枠購入費用（直接排出と間接排出の両方ま

たは一方）、産業部門のビジネスや利益の大

きさを示す分母としては、粗利益、生産高、

出荷高、営業費用、利益がそれぞれのオプシ

ョンとして考えられる。 

また、ある地域（国）の各産業の貿易集約

度は、該当産業のこの地域（国）以外の地域

（国）からの輸入額がこの地域総供給に占め

る割合と、この地域（国）以外の地域（国）

への輸出額がこの地域（国）の総需要に占め

る割合を加算した数値として定義した。 

 
４．研究成果  

 日本政府の温室効果ガス排出削減の中長

期目標は、少なくとも現時点では、1990年比

で 2020年に 25％削減、2050年に 80％削減と

なっている。今後の国際交渉で多少の変化が

ある可能性はあるものの、これらの目標を実

現するためには、低炭素社会への産業構造の

急激な転換が必要ということには変わりが

ない。 

 そのための政府施策オプションとしては、

規制、排出量取引、炭素税、補助金などが考

えられる。しかし、多くの国が排出量取引制

度を導入して、国際共通炭素税の導入が難し

い現状を考えれば、日本でも排出量取引制度

を中心としたポリシー・ミックスが必要であ

ることはほぼ自明である。 

 ただし、排出量取引という制度の中におい

ても多くの政策オプションがあり、なるべく

効率的、公平、そして行政コストが小さいオ

プションを選択する必要がある。そうでなけ

れば、結局は、国全体のコストアップにつな

がり、それこそ国益を失うことになる。 

 その排出量取引制度構築のための具体的

なオプションの選択においては、企業の国際

競争力喪失や炭素リーケージのリスクを十

分に考慮するべきであり、そのためには定量

的な分析に基づいた丁寧な議論が必要であ

る。すなわち、先行事例、過去のデータの分

析、現在および将来における競争環境の分析、

そして経済モデルを用いたシミュレーショ

ンが不可欠である。 



 

 本研究では、上記のような問題意識のもと

で、排出量取引制度導入が日本企業に与える

影響について、国際競争力喪失および炭素リ

ーケージのリスクという観点から定性的か

つ定量的な分析を行った。 

 

 その結果、1）EU ETSの第 1期（2005年-2007

年）では、EU企業は利益と生産量の両方を増

大させている、2）米国の排出量取引制度法

案に関する分析研究でも、一部の産業部門や

製品を除いて国際競争力喪失や炭素リーケ

ージは起きないことを示している、3）米国

でも EU でも、鉄鋼、アルミニウム、肥料、

セメント・石灰、無機化学などの産業部門が

国際競争力喪失のリスクが高い、4）ただし、

日本の場合は、アルミニウム産業が存在せず、

炭素・黒鉛製品や陶磁器以外のセメント製品

の貿易集約度は高くない、5）過去の統計デ

ータから求めた需要関数などによると、米国

でも EU でも日本でも、3000 円/t-CO2の炭素

価格の有償割当で機会費用を製品価格に

100％転嫁した場合、鉄鋼製品の価格上昇に

よる需要減少は 3％程度と推算される、6）中

国などの途上国にも炭素制約が実質的に導

入されつつある、などが明らかになった。 

 これらは、日本への排出量取引制度の導入

の際においても、日本企業の海外移転や大き

な炭素リーケージを懸念する必要性が高く

ないことを示唆している。 

 そうは言っても、現実的には、排出量取引

の制度導入の際には、国際競争力喪失のリス

クがある産業部門や製品への何らかの保護

措置が必要だと思われる。その政策オプショ

ンとしては、1）排出枠の無償割当、2）減税

および補助金、3）国際オフセット（CDMなど）、

4）貿易措置、 5）セクトラル・コミットメ

ント、6）途上国の自主輸出規制、7）消費ベ

ース・アカウンティングなどがあるが、現実

的な第一オプションは、1）の排出枠の無償

割当だと考えられる。実際に、これまでの EU 

ETS の第 1 期での経験を反面教師にして、米

国政府も豪州政府も、そして EU自身も EU ETS

の第 3期（2013年以降）では、このオプショ

ンを選択している。 

 したがって、日本の排出量取引制度の制度

設計の基本原則は、有償割当（オークション）

を主とし、炭素集約産業および貿易集約産業

に対してのみ、国際競争力喪失リスクを緩和

するためにベンチマーク方式で排出枠を無

償で割り当てる方法が望ましいと考えられ

る。これが最もバランスがとれたオプション

であり、オークション収入の還元は、温暖化

対策がもたらす GDPへの損失や逆進性問題を

緩和することも可能にする。 

 温室効果ガスを 1990年比で 2020年に 25％

削減、2050 年に 80％削減という目標の達成

は、日本の産業構造の大幅な転換なしでは実

現不可能である。このための費用は投資であ

り、日本社会の低炭素化には必要不可欠であ

る。また、炭素制約を入れることによって、

日本企業が得意とする「ものづくり」がなく

なる訳ではない。逆に、炭素制約が結果的に

もたらす新しい「ものづくり」産業の創出は、

雇用を拡大すると同時に、中長期的には日本

企業の国際競争力を強めることにつながる。 

 いずれにしろ、実際には、排出量取引の具

体的な制度設計においては、実に様々な政策

オプションがあり、時間制約はあるものの、

様々な点を考慮した十分な比較検討が必要

である。その際には、効率性、政治的受容性、

そして公平性のトレード・オフを意識しなが

ら、ベスト、あるいはセカンドベストのオプ

ションを選択することが好ましい。少なくと

も、「最悪のオプションがある時は、必ずそ

の最悪のオプションが選択される」というマ

ーフィーの法則が、今回の場合は当てはまら

ないことを期待したい。 
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